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議案第４１号  

    

城陽市国民健康保険条例及び城陽市休日急病診療所条例の  

一部改正について  

 

城陽市国民健康保険条例及び城陽市休日急病診療所条例の一部を改正

する条例を次のように定めたいので、議会の議決を求める。  

  

  令和６年９月５日提出  

   (2024年 ) 

 

                 城陽市長  奥  田  敏  晴     



２ 

城陽市国民健康保険条例及び城陽市休日急病診療所条例の一部を改正する条例 

 （城陽市国民健康保険条例の一部改正） 

第１条 城陽市国民健康保険条例（昭和３６年城陽市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

現       行 改   正   後 

第２８条 城陽市は、世帯主が法第９条第１項若

しくは第９項の規定による届出をせず、若しく

は虚偽の届出をした場合又は同条第３項若しく

は第４項の規定により被保険者証の返還を求め

られてこれに応じない場合においては、その者

に対し１００，０００円以下の過料を科する。 

第２８条 城陽市は、世帯主が法第９条第１項若

しくは第５項の規定による届出をせず、又は虚

偽の届出をした場合においては、その者に対し

、１００，０００円以下の過料を科する。 

（城陽市休日急病診療所条例の一部改正） 

第２条 城陽市休日急病診療所条例（昭和５４年城陽市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

現       行 改   正   後 

（診療費） 

第７条 診療所において診療を受けた者は、ただ

ちに診療費を納入しなければならない。ただし

、市長が特別の事情があると認めるときは、後

納することができる。 

２ 前項の診療費は、次の各号に定めるところに

より算定した額とする。ただし、これにより算

定し難いときは、市長が別に定める額とする。 

 (1) 略 

 (2) 前号以外の診療を受けるときは、健康保険

法（大正１１年法律第７０号）の規定により

算定した額 

３ 診療を受ける際、被保険者証等の提示をした

者は、前項に規定する額から保険者負担分を控

除した額を納入しなければならない。 

４ 診療を受ける際、被保険者証等の提示がない

者は、第２項に規定する額を納入しなければな

らない。 

（診療費） 

第７条 診療所において診療を受けた者は、直ち

に診療費を納入しなければならない。ただし、

市長が特別の事情があると認めるときは、後納

することができる。 

２ 前項の診療費は、次に定めるところにより算

定した額とする。ただし、これにより算定し難

いときは、市長が別に定める額とする。 

 (1) 略 

 (2) 前号に掲げる診療以外の診療を受けるとき

は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）

の規定により算定した額 

３ 診療を受ける際、被保険者であることの証明

をした者は、前項に規定する額から保険者負担

分を控除した額を納入しなければならない。 

４ 診療を受ける際、前項の証明をすることがで

きない者は、第２項に規定する額を納入しなけ

ればならない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年（２０２４年）１２月２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政



３ 

令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこ

の条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 



４ 

提案理由  

 

 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）等の一部が改正された  

ことに伴い、被保険者証の返還に係る罰則規定を削除する等の改正を行  

いたいので、同法第１２７条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第  

６７号）第１４条第１項の規定に基づいて、本案を提案するものである。  

 

 

 

参照条文  

  

国民健康保険法（抜粋）  

第１２７条  市町村は、条例で、第９条第１項若しくは第９項の規定に

よる届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第３項若しく

は第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない

者に対し１０万円以下の過料を科する規定を設けることができる。  

２～４        略  

 

 

 

 地方自治法（抜粋）  

 〔条例〕  

第１４条  普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条

第２項の事務に関し、条例を制定することができる。  

②・③        略  



５ 

参考資料  

 

   城陽市国民健康保険条例及び城陽市休日急病診療所条例の  

一部改正条例要綱  

 

１  改正の概要  

 (1) 城陽市国民健康保険条例の一部改正  

被保険者証の返還に応じない者に対する過料の規定を削除する

（第２８条関係）。  

(2) 城陽市休日急病診療所条例の一部改正  

   被保険者証の廃止に対応するため、「被保険者証等の提示」を

「被保険者であることの証明」に改める（第７条関係）。  

 

２  施行期日  

 令和６年（２０２４年）１２月２日  


